
畝

志
賀
直
哉
年
譜
考

(二
)

明
治
十
六
年
か
ら
明
治
二
十
六
年
ま
で

生

井

知

子

(数

え

一
歳

・
満
O
歳
)

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

…

石

巻

時

代

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

…

一

・

°

°

°

°

°

°

2

.
20

石
巻

(現

・
宮
城
県
石
巻
市
住
吉
町

一
丁
目
八
ノ
三
五
、
阿
川
弘
之

『
志
賀
直
哉
』
掲
載
の
橋
本
晶
の
調
査
)
に
、
志
賀
直

温

・
銀

夫
妻

の
次

男
と
し

て
志
賀
直
哉

が
生

ま
れ
る
。

(志
賀
家
系
図
)

入
り
口
が
凍

り

つ
い

て
産
婆

が
入
れ
な
い
事
が
な

い
よ
う
に
、

祖
母

の
弟

(木
村
精

一
郎
)
が
夜
中

よ
く
湯
を
た
ぎ
ら
せ

て
い
た
。

(『暗
夜

行
路
』
草
稿
27
)

石
巻

に
は
相
馬
家

の
事
務
所

も
あ
り
、
志
賀
留
女

の
母

・
木
村

ヨ
シ
、
弟

で
旧
相
馬
藩
士

の
木
村
精

一
郎
夫
妻
、

そ

の
養
嗣
子

・
重
堅

と

や
が
て
そ
の
妻

に
な
る
養
女

・
秀

も
、
当
時
石
巻

に
在
住

し

て
い
た
。
木
村
家

は
、
直
温

一
家

が
石
巻
を
去

っ
た
後

も
十
年

以
上
石
巻

に

滞
在

し
、
石
巻

で
生

ま
れ
た
重
堅

の
長
女

・
峯

は
、
後

に
志
賀
直
方

に
嫁

ぐ
事

に
な
る
。
住
吉

町
の
家

の
大
家
、
道
向

う
に
住
む
志
賀
徳

蔵

も
遠

い
親
戚

だ

っ
た
。
重
堅

は
明
治
中
期

に
は
東
京

に
戻

り
、
赤

坂
福
吉

町

で
相

馬
家

の
若
様

の
御
養
育

係
を
勤

め
た
。

(阿
川
弘
之

『
志
賀
直
哉
』)

実
吉
英
子

に
よ
れ
ば
、
直
温

は
子
供
達

に
対
し

て
口
を
開

け
ば
お
説
教
と

い
う

よ
う
な
人
だ

っ
た
。

(阿
川
弘
之

『
志
賀
直
哉
』)

一
一
九
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・
25

10

・
2

12

・

10

12

・
?

志
賀
直
哉
年
譜
考

(
二
)

一
二
〇

直
温

の
趣
味

は
、
盆
栽

と
囲
碁
。

(志
賀
直
三

『
阿
呆
伝
』)

直
温

と
留
女

に
は
意
地
悪

な
所

が
あ

り
、
直
哉

に
も
遺
伝

し
て
い
る
。

(『身
辺
の
こ
と
』
)

銀

の
実
家

・
佐
本
家

は
、
伊
勢
亀
山

の
藩
士

で
、
根
岸

に
家

が
あ
り
、
下

町
風

で
気
持
ち

が
低
調
だ

っ
た
。

(『実
母
の
手
紙
』
)

佐
本
家

は
、
直
哉

が
覚

え
て
か
ら
は
、
根
岸

の
旧
藩
邸

の
近

く
に
住

ん
で
い
た
が
、
江
戸
時
代

か
ら
下
谷

に
い
て
、
下

町
風

な
所

が
あ

り
、

佐
本
鎰
蔵

な
ど
は
敗
残

の
江
戸

っ
子
丸
出

し
の
人
物

だ

っ
た
。
直
哉

は
佐
本
家
を
好

ま
ず
、
特

に
鎰
蔵

の
軽
佻

な
、
意
志

の
弱

そ
う
な
所

に
軽
侮

の
念
を
持

っ
て
い
た
。

留
女

は
、

直
哉

に
軽
佻

な
行

い
が
あ
る
と

「血
筋

は
争

わ
れ
な
い
も
の
だ
」

と
嘆
息

し
た
。

(『身
辺
の
こ

と
』
)

直
哉

に
は
、
石
巻

時
代

の
記
憶

は
な
い
。

そ

の
後
、

石
巻

に
は
三
回
行

っ
た
。

(『稲
村
雑
談
』
)
(『転
居
二
士

二
回
』)
(『白
い
線
』
)

古
河
市
兵
衛

が
、
足
尾
銅
山

の
景

気
が
よ
く
、
小
野

組
瓦
解

の
際

の
相

馬
家

の
損
失

を
元
利
償

っ
た
後

は
、
足

尾
銅
山

の
株

を
青

田
綱

三

と
志

賀
直

道
も
分
け
持

つ
べ
き
だ
、
当
然

の
事

だ
と
勧
め
る
が
、
直
道

は
景
気

の
よ

い
山

の
株

を
分

け

て
貰

う

こ
と
は
忍
び
な

い
と
断

る
。

(『
祖
父
』
二
十
五
)

志
賀
直
道
が
、
富

田
高
慶

に
、

足
尾
銅
山

の
本
年
初
半
季
出
銅

は
四
十
万
斤
余

で
、

分
配
金

は
三
千
六
百
円
だ
と
報

告
。

(相
馬
郷
土
研
究

会
資
料
叢
書

『
志
賀
直
道
書
簡
』
下

・
M
16

・
10

・
2
書
簡
)

錦
織
剛
清
が
、
相
馬
邸
を
訪
れ
、
志
賀
直
道
ら

に
向
か

っ
て
、
相
馬
誠
胤

の
監
禁
を
解
き
、
夫
人
を
離
縁
す
る
よ
う
建
白
、
誠
胤
と
会
わ

せ
る
よ
う
詰
め
寄
る
。
翌

日
も
来
邸
す
る
が
聞
き
届
け
ら
れ
ず
、
東
京
軽
罪
裁
判
所

に
告
発
す
る
。
十
三
日

に
東
京
軽
罪
裁
判
所
か
ら
直

道

に
召
喚
状
が
届
き
、
十
四

日
、
直
道
は
出
頭
す

る
。

(矢
田
挿
雲

『相
馬
事
件
の
真
相
』
)

足
尾
銅
山
が
意
外

の
盛
業

に
立
ち
至

っ
た

の
は
古
河
市
兵
衛

の
尽
力

に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
と
、
志
賀
直
道
は
感
謝

の
意
を
表
し
、
今
後

一
力
年

の
配
当
金
が

一
万
円
を
超
過
す
る
場
合

は
、
超
過
分
を
折
半
し
、

そ
の
半
額
を
古
河
市
兵
衛

に
贈
与
す
る
と

い
う
特
約
が
成
立
す

る
。

(五
日
会

『古
河
市
兵
衛
翁
伝
』
)



暮

志
賀
銀
が
石
巻
か
ら
東
京

の
志
賀
留
女

に
送

っ
た
手
紙
あ
り
。
(『
実
母
の
手
紙
』)

嗣
㎜鬮
閏
田
旧
鬪
H
鬥
[
囚
囚
四
図

(数
え
二
歳

・
満
○
～

一
歳
)

2

・
13

錦
織
剛
清
、
相
馬

家

で
乱
暴
を
働
き
、
逮
捕
さ
れ
る
。
拘
留
七
日
。
(錦
織
剛
清

『闇
の
世
の
中
』
)
(矢
田
挿
雲

『相
馬
事
件
の
真
相
』
)

2

20

瘋
癲
病

人
鎖

錮
出

願
手
続

の
改
正

に
伴

い
、
相
馬
充
胤
ら
が
、
相

馬
誠
胤

に
対

す
る

「瘋

癲
病
人
鎖
錮

願
」

を
麹

町
警
察
署

に
提
出

。
願

書
を
受
け

て
、
二
十
日
、
二
十
二
日
、
二
十
六
日
、
警

視
庁
医
務

所
長

・
長
谷
川
泰

、
東

京
府
癲
狂
院

長

・
中
井
常

次
郎
ら
が
、
相

馬
誠

胤

の
既
往
症
な
ど
を
聴
取
し
、
診
察
す
る
。
(矢
田
挿
雲

『相
馬
事
件
の
真
相
』
)

2

・
29

志
賀
直
道
が
、
富

田
高
慶

に
、
錦
織

の

一
件

に

つ
き
報
告
。
今
明
日
中

に
は
検
査
医

の
中

井
と
長
谷
川
が
診

断
見
込
み
書
を
警

視
庁

に
差

し
出
す
と

の
こ
と
。
(相
馬
郷
土
研
究
会
資
料
叢
書

『志
賀
直
道
書
簡
』
下

・
M
17

・
2
・
29
書
簡
)

3

・
3

相
馬
誠
胤

の
診
察
を
し
た
長
谷
川
泰
と
中
井
常
次
郎
が
、
「
従
四
位
相
馬
誠
胤
診
断
書
」
を
作
成
、
誠

胤
は

「
時
発
性
情
性
偏
狂
」
、
た
だ

し
鎖
錮
す

べ
か
ら
ず
と
診
断
。
(錦
織
剛
清

『闇
の
世
の
中
』
)
(矢
田
挿
雲

『相
馬
事
件
の
真
相
』
)

3

・
9

相
馬
誠
胤

の
鎖
錮
は
認
め
な

い
と
、

麹
町
警
察
署
が
通
達
。

(矢
田
挿
雲

『相
馬
事
件
の
真
相
』
)
*
錦
織
剛
清

『
闇

の
世

の
中
』

は
、

十

日

の
こ
と
と
す
る
。

3

・
10

相
馬
誠
胤
、
加
藤
癲

狂
院

に
入
院

。
十
七

日
に
退
院
。

(矢
田
挿
雲

『相
馬
事
件
の
真
相
』
)

*
錦
織
剛
清

『
闇

の
世

の
中

』

は
、

十

一
日
入

院
と
す
る
。

春
頃

志
賀
銀
が
石
巻
か
ら
東
京

の
志
賀
留
女

に
送

っ
た
直
哉

に
関
す
る
手
紙
あ
り
。
《
河
岸

に
て
遊
び
、

つ
れ
帰
り
候
と
、
ど

こ
ま

で
も
、
又
、

行
く
と
あ
ば
れ
申
し
候
》
と
あ
る
。
(
『実
母
の
手
紙
』)

7

・
17

相
馬
誠
胤
、
東
京
府
癲
狂
院

に
入
院
。

(錦
織
剛
清

『闇
の
世
の
中
』
)
(矢
田
挿
雲

『
相
馬
事
件
の
真
相
』)

*
相
馬

郷
土

研
究
会
資
料

叢
書

『
志

賀
直
道
書
簡
』
下

・
M
18

。
7

。
28
書
簡

に
よ
れ
ば
、
七
月
十
八
日

に
入
院
。

志
賀
直
哉
年
譜
考

(二
)

一
二

一



7

・
23

11

・
7

11

・
22

志
賀
直
哉
年
譜
考

(
二
)

一
二
二

錦
織
剛
清
、
偽
造
し

た
明
治
十
七
年

三
月
十

一
日
付

の
相
馬
誠
胤

の
委
任
状
を
添

え
て
、
志
賀
直
道

・
青

田
綱

三

・
石
川
栄
昌

・
富

田
深

造
を
私
種
監
禁

で
東
京
軽
罪
裁
判
所

に
告
訴
。

(錦
織
剛
清

『
闇
の
世
の
中
』)

志
賀

直
道

ら
錦

織
剛
清

を
私
書

偽
造

及
誣
告

で
告

訴
。
(矢
田
挿
雲

『相
馬
事
件
の
真
相
』)
(相
馬
郷
土
研
究
会
資
料
叢
書

『志
賀
直
道
書
簡
』

下

・
M
17

・
8
・
17
書
簡
/
M
18

・
4
・
19
書
簡
)

東
京
軽
罪
裁
判
所

の
嘱
託

に
よ
り
、

帝
国
大
学

の
ス
ク
リ

ッ
パ
、

三
宅
秀
、

原
田
豊
が
、
相
馬
誠
胤

を
診
察

す
る
。

(矢
田
挿
雲

『相
馬
事

件
の
真
相
』
)

錦
織
剛
清
、

東
京
府
癲
狂
院

に
押
し
入
り
、

逮
捕
さ
れ
る
。

(錦
織
剛
清

『闇
の
世
の
中
』
)
(矢
田
挿
雲

『相
馬
事
件
の
真
相
』
)
(相
馬
郷
土
研
究

会
資
料
叢
書

『志
賀
直
道
書
簡
』
下

・
M
17
・
11

・
27
書
簡
)

ー
2

・
12

●

●

●

●

9

臼

●

9

乙

●

(数
え
三
歳

・
満

一
～
二
歳
)

伯
母

・
せ

い
、
関
屋
三
郎
と
離
縁
、
長
女

・
せ
き
を
連
れ

て
、
佐
本
家

に
復
籍
。

(川
村
渡

『
伊
勢
亀
山

・
志
賀
直
哉
の
文
学
』)

・

・

・

・

・

・

…

内

幸

町

時

代

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

…

志
賀
直
温

の
銀
行
辞
任

に
よ
り
、

直

温

一
家
は
、

東
京
麹
町
区
内
幸
町

一
ノ
六
、

相
馬
家

旧
藩
邸
内

の
志
賀
直
道

の
役
宅

に
移

る
。

(新

『
志
賀
直
哉
全
集
』
年
譜
)
(阿
川
弘
之

『志
賀
直
哉
』
)

志
賀
直
行

の
死
を
直
温
夫
妻

の
手
落
ち
位

に
考

え
て
い
た
直
道
夫
妻

は
、
以
後
、
直
哉
を
専
ら
自
分

た
ち

で
非
常

に
用
心
し

て
育

て
る
事

に
な

る
。

そ
の
結
果
、
直
哉
と

《父
と

は
年

の
違

ふ
兄
弟

の
や
う
な
関
係
》

に
な

る
。

(『白
い
線
』
)
(『
稲
村
雑
談
』
)

直
道

は
養
生
家

で
、
直
哉

は
食
物

は
非
常

に
や
か
ま
し
く
育

て
ら
れ
た
。
西
瓜

・
真
桑
瓜

・
天

ぷ
ら
な
ど

は
食

べ
さ
せ

て
貰

え
な
か

っ
た
。

(座
談
会

『志
賀
直
哉
日
記
を
め
ぐ
っ
て
』)

直
道

は
、
毎
朝
、
太
陽
と
神
棚

・
仏
壇
を
拝

ん
だ
が
、
志
賀
家

は
迷
信

の
少
な

い
家
だ

っ
た
。

(『稲
村
雑
談
』)



3

・
12
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●
9

・

7

・

27

8

・

12

0
ソ

●

4

直
哉

は
、
生
涯

で
影
響
を
受
け
た
人
と
し

て
、
師
と
し

て
は
内
村
鑑
三
先
生
、
友
と
し

て
は
武
者
小
路
実
篤
、
身
内

で
は
祖
父

・
直
道
を

挙
げ

て
い
る
。

(『
内
村
鑑
三
先
生
の
憶
ひ
出
』)

実
吉
英
子

に
よ
れ
ば
、
直
道

は
無

口
で
、
自
分

の
閲
歴
な
ど

一
切
話
し
た
が
ら
な

い
人
だ

っ
た
。
孫
娘

の
習
字

一
つ
評
す

る
に
も
、
簡
潔

に
そ
の
美
点
だ
け
を
あ
げ
、
大
家
族
を
温
か
く
包
容
し
、
皆

に
信
服
さ
れ

て
い
た
。

(阿
川
弘
之

『志
賀
直
哉
』
)

実
吉
英
子

の

『志
賀
家

の
思

い
出

』

に
よ
れ
ば
、
志
賀
留
女

は
文
盲
だ

っ
た
が
、

記
憶
力

が
強

く
、
厳
し

い
人
だ

っ
た
。

(阿
川
弘
之

『志

賀
直
哉
』)

直
哉

は
、
留
女

の
匂

い
を
嗅
ぐ
と
幼
時
を
想

い
出
す
程
だ
が
、
母

の
体
臭

は
覚
え

て
い
な

い
。

(『大
津
順
吉
』
第

一
ー
六
)
(『白
い
線
』
)

直
哉

は
、
母

に
対
す

る
記
憶

は
少
な

い
。
女
中

の
よ
う

に
尻
を
端
折
り
、
縁
側
を
ふ

い
て
い
た
母

の
ふ
く
ら

は
ぎ

に
白

い
線
が
あ

っ
た

の

を
覚

え
て
い
る
。

(『白
い
線
』)

旧
藩
邸

は
議
事
堂

の
前

に
あ

り
、
路
を
隔

て
て
日
比
谷

の
練
兵
場

(現

・
日
比
谷
公
園
)
に
接
し
、
雉
も
来

て
い
た
し
、
生

け
垣
を
く
ぐ

っ

て
出

て
行
く
動
物
を
目
撃
し

た
直
哉

は
、

祖
母

に
狐
だ
と
教

え
ら
れ
た
事

も
あ
る
。

(『
稲
村
雑
談
』)

(『転
居
二
士

二
回
』
)

(「
ノ
ー
ト
ー0
」
補

⑥

P
堀
)
↓

『
暗
夜
行
路
』

(第
ニ
ー
三
)
の
モ
デ

ル

相
馬
誠
胤
を

「狂
躁
発
作
を
有

す
る
鬱
憂
病
」

と
す
る

ス
ク
リ

ッ
パ
の
鑑
定
書

に
三
宅
秀

・
原

田
豊

が
同
意

す
る
。

(錦
織
剛
清

『闇
の
世

の
中
』
)
(矢
田
挿
雲

『相
馬
事
件
の
真
相
』
)
(相
馬
郷
土
研
究
会
資
料
叢
書

『志
賀
直
道
書
簡
』
下

・
M
18

・
4
・
5
書
簡
)

志
賀
直
温
、
文
部
省

の
御
用
掛
准
判
任

と
な
る
。

(阿
川
弘
之

『
志
賀
直
哉
』)

相
馬
誠
胤
、

退
院
し
、

一
年

ぶ
り

に
帰
邸
。

(矢
田
挿
雲

『相
馬
事
件
の
真
相
』
)

(相
馬
郷
土
研
究
会
資
料
叢
書

『志
賀
直
道
書
簡
』
下

.
M
18

.

7

・
28
書
簡
)

渡
良
瀬
川

の
鮎

が
大
量
死

し
、
足
尾
銅
山

の
鉱
毒

の
た
め
か
と
報
道

さ
れ
る
。

(M
18

・
8

.
12

「朝
野
新
聞
」)

志
賀
直
道
、
富

田
高
慶

に
、
志
賀

・
青

田

・
石

川

・
富

田
ら
相
馬
家

の
家
政

に
携

わ
る
者

の
長

屋
を
相
馬
邸
内

に
新
築

す
る
こ
と
に
な

っ

志
賀
直
哉
年
譜
考

(二
)

一
二
三



9

・
16

11

・
9

志
賀
直
哉
年
譜
考

(
二
)

一
二
四

た
と
報
告
。

(相
馬
郷
土
研
究
会
資
料
叢
書

『志
賀
直
道
書
簡
』
下

・
M
18

・
9

・
4
書
簡
)

志
賀
直

道
、
富

田
高
慶

に
、
足
尾
銅

山

の
明
治
十
七

年
後
半
季

の
純

益
分
配
金

は
八

千
五
百
円
、

一
年

で

一
万
四
千
六
百
円

の
収
入

に

な

っ
た
と
報
告
。

(相
馬
郷
土
研
究
会
資
料
叢
書

『志
賀
直
道
書
簡
』
下

・
M
18

・
9

・
16
書
簡
)

志

賀
直
道
、
富

田
高

慶

に
、
相
馬
順

胤
を
相
馬
家

相
続
人

と
す
る

こ
と
を

相
談
。

(相
馬
郷
土
研
究
会
資
料
叢
書

『志
賀
直
道
書
簡
』
下

・
M

18
・
11
・
9
書
簡
)

明
治
十
九
年

(
一
八
八
六
)

(数
え
四
歳

・
満
二
～
三
歳
)

3

1

●
2

O
Q

●
0
0

00

●
0
σ

4

・

26

FO

o

9
・・

匚
り

●

Q
U

O
σ

●

9
彑

11

・
?

相
馬
誠
胤

の
容
態
が
悪
く
、
府
立
癲
狂
院

へ
入
院
。

(矢
田
挿
雲

『
相
馬
事
件
の
真
相
』)
(相
馬
郷
土
研
究
会
資
料
叢
書

『志
賀
直
道
書
簡
」
下

・
M

19

・
1
・
23
書
簡
)

錦
織
剛
清
、
私
書
偽
造
、

家
宅
侵
入
罪

で
、
重
禁
固

一
月
、

罰
金
二
円

の
判
決
。

(錦
織
剛
清

『闇
の
世
の
中
』
)
(矢
田
挿
雲

『
相
馬
事
件
の
真

相
』)
(相
馬
郷
土
研
究
会
資
料
叢
書

『
志
賀
直
道
書
簡
』
下

・
M
19

・
3

・
13
書
簡
)

山
崎
五
夫

・
は
ま
夫
妻

の
長
女

・
す
ず
が
生
ま
れ
る
。
(新

『志
賀
直
哉
全
集
』
⑯
日
記
人
名
注
)

山
崎
家
は
以
前
か
ら
上
京
し
、

旧
藩
主

・
石
川
家

に
寄
留
し

て
い
た
が
、

こ
の
年

四
月

に
東
京
府
北
豊
島
郡
金
杉
村
七
十
八
番
地

(石
川

家
の
旧
藩
邸

(中
屋
敷
)
内
の
武
家
長
屋
、
桜
井
勝
美

『
志
賀
直
哉
の
原
像
』)
に
全
戸
送
籍
。

(川
村
渡

『
伊
勢
亀
山

・
志
賀
直
哉
の
文
学
』)

相
馬
順
胤
を
相
馬
家
相
続
人
と
す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
(相
馬
郷
土
研
究
会
資
料
叢
書

『志
賀
直
道
書
簡
』
下

・
M
19
・
4
・
27
書
簡
)

志
賀
直
温
、
文
部
属

に
任
ぜ
ら
れ
、
判
任
七
等
会
計
局
出
納
課
受
払
掛
と
な
る
。
(阿
川
弘
之

『志
賀
直
哉
』
)

川
村
健
之
助

・
き
や
う
夫
妻

の
長
男

・
鉄
治
郎
が
生
ま
れ
る
。
(川
村
渡

『伊
勢
亀
山

・
志
賀
直
哉
の
文
学
』
)

佐
本
源
吾
が
死
去

。
(川
村
渡

『伊
勢
亀
山

・
志
賀
直
哉
の
文
学
』
)
直
哉

に
は
、
葬

式

の
記
憶
は
な

い
。
(桜
井
勝
美

『志
賀
直
哉
の
原
像
』
)

志
賀
直

道
、
相
馬

家
内
部

の
事

情

の
た
め
足
尾
銅
山

の
組
合

を
脱
退
す
る

こ
と
と
な
る
。

そ

の
持

ち
分

は
古

河
市
兵

衛
が
十
二
万
円

で
譲



り
受
け
る
。
小

野
組

の
相
馬
家

に
対
す
る
不
義
理
は
間
接
的

に
償
わ
れ
た
。
(五
日
会

『古
河
市
兵
衛
翁
伝
』
)

足
尾
銅
山
は
当

た
り
、
相
馬
家
も
古
河
市
兵

衛
も
相
当
な
金
持
ち

に
な

っ
た
が
、
そ

の
頃
、

旧
藩
士

の
問
に
、

華
族

が
山
を
や

っ
て
い
る

こ
と

へ
の
批
判

の
声

が
あ
り
、
志
賀
直
道
を
排
斥
す
る
よ
う
な
気
運
が
起

こ

っ
た
た
め
、
古

河

に
譲

っ
た
。
古

河
は
礼
と
し

て
千
円
を
直

道

に
贈

っ
た
。
(『
祖
父
』
十
六
)

12

・
6

佐
本
家
は
東
京
府
下
北
豊
島
郡
金
杉
村
三
百
三
十
番
地

(石
川
家
の
旧
藩
邸

(中
屋
敷
)
の
向
か
い
、
桜
井
勝
美

『志
賀
直
哉
の
原
像
』)

に
本
籍

を
移
す
。
(川
村
渡

『伊
勢
亀
山

.
志
賀
直
哉
の
文
学
』
)

12

・
?

佐
本
鎰
蔵
、
せ
ん
と
結
婚
。
(桜
井
勝
美

『志
賀
直
哉
の
原
像
』
)

こ
の
年

直
哉

が
祖

父
と
幼
稚
園
入
園

の
依
頼

に
行

っ
た
時

の
記
憶
と
鬼
子
母
神

へ
虫
封

じ

に
行

っ
た
時

の
記
憶

が
こ

っ
ち

ゃ
に
な
る
。
(
『暗
夜
行

路
』
草
稿
1
)
(「
ノ
ー
ト
ー0
」
補
⑥

P
脳
)

こ
の
年
か
ら

直
哉
は
、
祖
母

に
付
き
添
わ
れ

て
、
増
上
寺
寺
内
岳
蓮
社
附
属

の
芝
麻
布
土
ハ立
幼
稚
園

に
、
三
年
間
通
う
。
明
治
十
七
年

に
開
設
さ
れ
た

府
下

で
四

つ
目
、
全
国

で
八
番
目

の
幼
稚
園
。
保
育
料
が
月

一
円
、
園
児
定
員
百
名

で
、
園
長
は
旗
本

の
家

に
生
ま
れ
た
近
藤
は
ま
。
夏

は
八
時
半
始
ま
り
、
そ
れ
以
外

は
九
時
半
始
ま
り

で
午
後
二
時
ま

で
。
(阿
川
弘
之

『志
賀
直
哉
』
)

満
三
歳
を
過
ぎ

て
か
ら
幼
稚
園

に
通
う
。
生
徒

の
大
半
は
華
族

の
子
供
。
同
じ
組
は
三
十
人
く
ら

い
い
た
か
も
知
れ
な

い
。
大
き
な
部
屋

に
名
を
書

い
た
木
札
が
か
か

っ
て
い
て
、
朝
、
そ

の
名
札
を

ひ

っ
く
り
返
し
登
園
順

に
並

べ
る

の
だ
が
、
徳
川
家
正
が

い

つ
も

一
番
だ

っ

た
。
水
草
紙

の
習
字
、

粘
土
細
工
、
積
木
、

唱
歌
、
体
操
な
ど
を
習
う
。
河
合
先
生

に
習

う
。

美
し
く
も
な
く
威
張

っ
て
い
た
M

(村
田
、

「
ノ
ー
ト
ー0
」
補
⑥

P
蹴
)
と
い
う
姓

の
洋

服
の
女

の
子

と
河
合
先
生

が
好
き

に
な
る
。

(『暗
夜
行
路
』
草
稿
1
)
(『幼
い
頃
』
)
(『稲
村
雑
談
』)

こ
の
年
か
?
/
前
年
か
?

(三

つ
か
四

つ
の
時
)

志
賀
留
女
、
脳
病

に
な

る
。
志
賀
直
道
が
留
女
を
背
負

っ
て
、
留
女

の
使

っ
て
い
た
機
が
あ
る
二
階

へ
の
段
梯
子
を
登

っ
て
い
く

の
を
、

直
哉

は
見

る
。
留

女

は
直

っ
て
も
半

身
不
随

に
な

る
と
医
者

に
言

わ
れ

る
。
留

女

は
、
以
後

髪
を

切
下

げ

に
す

る
。
(『実
母
の
手
紙
』
)

志
賀
直
哉
年
譜
考

(二
)

一
二
五



志
賀
直
哉
年
譜
考

(二
)

一
二
亠ハ

(『暗
夜
行
路
』
草
稿
1
)
(「
ノ
ー
ト
ー0
」
補
⑥

P
脳
)

未
定
稿

鵬

『
或
る
旅
行
記

青
木
と
志
賀
と
、
及
び
其
周
囲
。』
補
②

P
鵬
に
よ
れ
ば
、
留
女

は

《
五
十
代

に
二
年
間

や
む

だ
事
》

が
あ
る
。

こ
の
年
か
?

志
賀
家

は
、
旧
藩
邸
内

で
新
築
し
た
家

に
移
る
。

(『暗
夜
行
路
』
草
稿
-
)
(「
ノ
ー
ト
ー0
」
補
⑥

P
劉
)
(『
転
居
二
士

二
回
』)

こ
の
年
か
?

(幼
稚
園
に
入
る
前
後
)

新
築

の
家

で
、
直
哉

は
母

と

一
緒

に
寝

て
い
て
、

床

に
も
ぐ

っ
て
引
き
上
げ
ら
れ
る
。
心
か

ら
そ
れ
を
恥

じ
る
。

(『暗
夜
行
路
』
草
稿
-
)

(『
暗
夜
行
路
』
草
稿
27

一
)
「
ノ
ー
ト
ー0
」
補
⑥

P
脳

に
よ
れ
ば
、
四

つ
の
時

に
性
欲
が
あ

っ
た
。
↓

『
暗
夜
行
路
』
(第
二
⊥

二
)
の
モ
デ
ル

※
年
代
不
明

直
哉
は
、
祖
母

に
よ
う
か
ん
を

口
に
押
し
込
ま
れ
る
。
(『
暗
夜
行
路
』
草
稿
-
)
↓

『暗

夜
行
路
』
(序
詞
)
の
モ
デ
ル

※
年
代
不
明

直
哉
は
、
初

め

て
油
蝿

を
見

て
大

き
い

の
に
驚

く
。

(『暗
夜
行
路
』
草
稿
-
)

(「
ノ
ー
ト
ー0
」
補
⑥

P
脳
)
↓

『
暗
夜
行
路
』

(第
ニ
ー
三
)

の

モ
デ
ル

※
年
代
不
明

直
哉
は
、
同
年
位

の
子
供

と
坊

や
と
い
う
の
は
自
分

の
事
だ

と
主
張
し
合

う
。

(『暗
夜
行
路
』
草
稿
1
)
↓

『
暗
夜
行
路
』

(第
二
⊥

二
)

の

モ
デ
ル

※
年
代
不
明

直
哉
は
、
通
り
掛
か
り

の
女

に
食
パ

ン
を
盗

ま
れ
る
。
(『暗
夜
行
路
』
草
稿
-
)
↓

『暗
夜

行
路

』
(第
二
⊥

二
)
の
モ
デ
ル

※
年
代
不
明

直
哉
は
、
根
岸

の
母

の
実
家

へ
連

れ
ら
れ

て
行

っ
た
時
、
夜
、
寝

て
い
た
と

こ
ろ
を
母
に
両
手

を
引

っ
張

っ
て
起

こ
さ
れ
、

肩
を
脱
臼
。

千
住

の
名
倉

へ
連
れ

て
行
か
れ
た
。
そ

の
後

も
、
祖
父
と
寝
床

で
相
撲

を
取

っ
た
時

一
度
、
幼

稚
園

で
汽
車

ご

っ
こ
を
し
た
時

も
う

一
度

脱
臼
し
た
。
(『暗
夜
行
路
』
草
稿
1
)

※
年
代
不
明

直
哉
は
、
屋
根

に
登

っ
て
、
祖
母
に
怒

ら
れ
る
。
(『暗
夜
行
路
』
草
稿
-
)
↓

『暗
夜
行
路

』
(序
詞
)
の
モ
デ
ル

※
年
代
不
明

家

に
来

て
い
た
五
、

六
歳
年

上

の
医
者

の
娘

が
、
朝

、
直
哉

の
夜
着

の
裾

か
ら
潜

り
込
ん

で
く
る
、

そ

の
首
を

股

で
締

め
付

け
る
の
が
快

感
。
(『
暗
夜
行
路
』
草
稿
1
)



※
年
代
不
明

南
佐
久
間
町

に
い
る
親
類

の
娘
が
死
ん
だ
時
、
叔
父
と
隣
家

の
子
供
が
人
魂
を
見
る
。
(『暗
夜
行
路
』
草
稿
-
)
(「
ノ
ー
ト
ー0
」
補
⑥

P
踞
)

※
年
代
不
明

直
哉
は
、

叔
父

に
石
を
投
げ
付
け
ら
れ

て
頭

に
怪
我
を
す
る
。

そ
れ
か
ら
間
も
な
く
碁
盤

で
眼

の
ふ
ち

に
怪
我
を
す
る
。

(『暗
夜
行
路
』

草
稿
1
)
(「
ノ
ー
ト
ー0
」
補
⑥

P
飄
)

嗣
…

M]

(数
え
五
歳
・
満
三
～
四
歳
)

1

・
31

錦
織
剛
清
、

ひ
そ
か

に
東
京
府
癲
狂
院
か
ら
相
馬
誠
胤
を
連
れ
出
し
、
後
藤
新
平

に
か
く
ま

っ
て
貰
う
。

(錦
織
剛
清

『闇
の
世
の
中
』
)
(矢

田
挿
雲

『相
馬
事
件
の
真
相
』
)

2

・
8

相

馬
家

側
が
、
静

岡

で
、
錦
織

剛
清

か
ら
相
馬
誠

胤
を
取
り
戻
す
。

(矢
田
挿
雲

『相
馬
事
件
の
真
相
』)

2

・
15

「
毎
日
新
聞
」
大
付

録
に
錦
織

剛
清

の

『相

馬
家
紛
擾

の
巓
末
』

が
載

る
。

(錦
織
剛
清

『闇
の
世
の
中
』)
(矢
田
挿
雲

『
相
馬
事
件
の
真
相
』)

2

・
16

錦
織

剛
清
、
家
宅
侵
入

罪
に

つ
き
自
首
。

(錦
織
剛
清

『
闇
の
世
の
中
』)
(矢
田
挿
雲

『相
馬
事
件
の
真
相
』)
(M
20

・
2

・
17

「東
京
日
日
新
聞
」)

2

・
19

相
馬
充
胤

が
死
去
。

(『
平
成
新
修
旧
華
族
家
系
大
成
』
)
(錦
織
剛
清

『闇
の
世
の
中
』
)
(矢
田
挿
雲

『相
馬
事
件
の
真
相
』
)

二
十
七

日
に
出
棺
。
葬
儀

は
芝
愛
宕
下
青
松
寺
。
墓
地

は
青
山
墓
地
。

(錦
織
剛
清

『
闇
の
世
の
中
』)
(矢
田
挿
雲

『
相
馬
事
件
の
真
相
』)

直
哉

は
、
女
中
頭

が
殿
様

が
お
隠

れ
あ
そ
ば

し
た
と
言

う
の
を
隠

れ
ん
坊

の
意
味

に
取

る
。
棺

の
前

で
で
ん
ぐ
り
返
し
を

し
て
見

せ
る
。

青
松
寺

で
の
葬
式

の
釣
鐘

の
響

に
お
び
え
る
。

(『暗
夜
行
路
』
草
稿
-
)
↓

『
暗
夜
行
路
』

(第
二
⊥

二
)
の
モ
デ

ル

3

・
10

相
馬
家

の
宗
族
親
族
会

の
意
向
を
受

け
、
相
馬
誠

胤
は
医
科
大
学
第

一
医
院

に
入
院

し
、
榊
俶

、

ベ
ル
ツ
の
診
察
を
受
け
る
。
(錦
織
剛
清

『
闇
の
世
の
中
』)
(矢
田
挿
雲

『
相
馬
事
件
の
真
相
』)
(M
20

・
3

・
12

「
時
事
新
報
」)

3

・
11

錦
織
剛
清
、
家
宅
侵
入
罪

で
重
禁
固

一
月

の
判
決
。

(錦
織
剛
清

『闇
の
世
の
中
』
)
(矢
田
挿
雲

『相
馬
事
件
の
真
相
』
)
(
M
20

・
3

・
12

「東
京
日

日
新
聞
」
)

4

・
19

榊
俶
ら

が
、

相
馬
誠
胤

は

「
時
発
性
躁
暴
狂
」

と
診
断
。

翌

日
、

相
馬
誠
胤

は
退
院
し
、

自

宅
療
養

と
な
る
。

(錦
織
剛
清

『闇
の
世
の

志
賀
直
哉
年
譜
考

(
二
)

一
二
七



志
賀
直
哉
年
譜
考

(
二
)

一
二
八

中
』
)
(矢
田
挿
雲

『相
馬
事
件
の
真
相
』
)

こ

の
年

か
?
/

翌
年

か
?

(五
つ
か
六

つ
の
時
)
(『歌
舞
伎
放
談
』
に
よ
れ
ば
、
森
元
座
で

『小
栗
判
官
』
を
見
た
の
は
三
つ
の
時
)

5

・
7

志
賀
銀

が
東
京

か
ら
大
阪

の
志

賀
直

温
に
初

め
て
送

っ
た
手
紙

あ
り
。
直
哉

が
幼
稚

園
に
通

っ
て
い
る
事
、
森
元
座

に
行

っ
た
が
直
哉

が

怖

が

っ
た
為

、
途
中

で
帰

っ
た
事
等

記
さ
れ

て
い
る
。

見
た
の
は

『小
栗

判
官

』。

(『実
母
の
手
紙
』
)

草
稿

『
第
三
篇
』
に
よ
れ
ば
、
直
哉

は
角
力

に
は
よ
く
連
れ

て
行

か
れ
た
が
、
芝

居
と
寄
席

は
禁

じ
ら
れ

て
い
た
。

こ
の
時
以
来
、

青
年

期

に

一
人

で
行
く
よ
う
に
な
る
ま

で
、
芝

居
に
は
合
わ
せ

て
四
度

し
か
行

っ
た

こ
と
が
な
い
。

森
元
座
は
明
治
十

二
、

三
年
頃
か
ら
あ
る
緞
帳

芝
居
。
明
治
十
七

、
八
年
頃
か
ら
二
十
二
、
三
年
頃
ま

で
最
も
繁

栄
し
た
。
明
治
十

八
、

九
年
頃
か
ら
二
十
三
年
夏
頃
ま

で
は
山
崎

扇
遊

(市
川
団
升
)
を
座
頭

に
市
川
市
次
郎

(の
ち
団
三
郎
)

・
尾
上
梅
三
郎

・
嵐
橘
鶴

・
片
岡

燕
之
助

一
座

で
麻
布

一
の
人
気
を
誇

っ
て
い
た
。
(安
部
優
蔵

『東
京
の
小
芝
居
』
)

こ
の
年
か
?
/
翌
年
か
?

(五
つ
か
六
つ
の
頃
)

丁
髷

で
二
子
縞

の
木
綿

の
着
物
を
着
た
古
河
市
兵
衛
が
志
賀
家
を
訪
問
。
直
哉

に
は
絵
双
紙
を
沢
山
土
産

に
呉
れ
る
。
(『
祖
父
』
十
五
)

明
治
二
十

一
年

(
一
八
八
八
)

(数
え
六
歳

・
満
四
～
五
歳
)

3

・
?

志
賀
直
温
、
金
沢

の
第

四
高
等
中
学
校

へ
単
身
赴
任
。

(阿
川
弘
之

『志
賀
直
哉
』)

*
志

賀
家

系
図
や

『
白

い
線
』

に
よ
れ
ば
、

明
治
二
十

年
か
ら
二
十
三
年
ま

で
の
こ
と
だ
が
、
存
疑
。

7
末

志
賀
留
女
、
持
病

の
脳
病

で
か
な
り
疲
労
。
八
月
初
め

に
は

《
余
程
快
気

に
趣
き
、
夢
中

に
相
成
り
候
事
は
稀

に
御
座
候
。
》
と

の
こ
と
。

(相
馬
郷
土
研
究
会
資
料
叢
書

『志
賀
直
道
書
簡
』
下

・
M
21

・
8

・
8
書
簡
)

7

・
30

吉
田
良
義

・
せ

い
の
息
子
、
良
貞
が
生
ま
れ
る
。

(川
村
渡

『伊
勢
亀
山

・
志
賀
直
哉
の
文
学
』
)

9
初
め

佐
本
源
吾

の
三
回
忌
。
伯
母

・
川
村
き

や
う
は
、
す
が

・
鉄
治
郎
を

つ
れ

て
上
京
し
、
志
賀
家
も
訪
問
す

る
。
鉄
治
郎
と
直
哉
は
相
撲
を



と

っ
て
遊
ぶ
。
(川
村
渡

『伊
勢
亀
山

・
志
賀
直
哉
の
文
学
』
)

こ
の
年

か
?

相

馬
家

の
屋
敷
内

で
直
哉

と
唯

一
同
年
輩

だ

っ
た

の
は
、
二
軒
ほ
ど
お
い
た
隣

の
女

の
子

の
お
清

さ
ん
だ

っ
た
。
六
、
七
歳

の
時
、
唯

一

の
遊
び
友
達

だ

っ
た
。

(『暗
夜
行
路
』
草
稿
1
)
(「手
帳
3
」
補
⑤

P
68
)
(「
ノ
ー
ト
ー0
」
補
⑥

P
刪
)

眼
の
悪

い
、
声

も
不
愉
快

な
醜

い
子

だ

っ
た
が
、
性
質

は
よ
か

っ
た
。

こ
の
子

と
情
欲
的

な
関
係

で
遊

ん
だ
。
夫
婦

で
は
な
く
、
女

の
子

を

お
母

さ
ん
に
し
て
遊

ん
だ
。
直
哉

は
潔
癖
だ

っ
た
に
も
関

わ
ら
ず
、

キ
タ
ナ
イ
真
似
を
す

る
事

で
満
足
を
感

じ
よ
う
と
し
た
。

こ
の
関

係

は
初
等
科
入
学

の
頃

か
ら
な
く
な

っ
た
。

(『暗
夜
行
路
』
草
稿
-
)

こ
の
年

大
洪
水

に
よ
り
、
渡
良
瀬
川
沿
岸

が
泥
土

に
覆

わ
れ
、
足
尾
銅
山

の
鉱
毒

が
田
地
を
覆

い
尽
く
す
。
翌
年

は
鉱
毒

の
た
め
に
非
常

に
不
作
。

二
十

三
年

.
二
十

四
年

に
も
大
洪
水

が
あ

り
、
鉱
毒
が
広
が

る
。

二
十

四
年
十

二
月

に
被
害
民
が
救
済

の
た
め

の
嘆
願
書
を
政
府

に
提
出
、

田
中
正
造
も
議
会

で
鉱
毒
問
題

に

つ
い
て
訴
え

る
。

以
後
、
長
期

に
わ
た

っ
て
足

尾
銅
山

の
鉱
毒

が
社
会
問
題

と
な
る
。

(荒
畑
寒
村

『谷

中
村
滅
亡
史
』)

[田
…

川
】

(数
え
七
歳
・満
五
～
六
歳
)

こ
の
年
か
?

(小
学
校
入
学
以
前
か
?
)

直
哉
は
、
京
橋
鎗
屋
町

の
親
類

の
家

に
行
き
泊
ま
る

こ
と

に
な

っ
て
、
五

つ
ほ
ど
年
上

の
養
女

・
お
関
さ
ん

に
世
話

に
な

る
が
、
心
細
く

な

っ
て
家

に
帰
る
。
(『
暗
夜
行
路
』
草
稿
-
)
(「
ノ
ー
ト
ー0
」
補
⑥

p
捌
)
↓
未
定

稿
22

『
(き
さ
子
と
墓

二
)
』
(三
)
の
モ
デ
ル

こ
の
年
か
?

(小
学
校
入
学
以
前
の
夏
か
?
)

京
橋

鎗
屋
町

の
事
件

か
ら
間
も
な
く
、
直
哉

は
祖
父
母
と
叔
父
と

で
塔

の
沢

・
小

田
原

・
江

の
島

に
そ
れ
ぞ
れ

一
泊

の
旅
。
叔
父
と
乗

っ

て
い
た
人
力
車

が
倒

れ
る
。

(『
暗
夜
行
路
』
草
稿
1
)
(「
ノ
ー
ト
ー0
」
補
⑥

P
脳
)

9

直
哉

は
、

一
番
近

い
学
校
だ

っ
た
虎

の
門

の
学
習
院

に
入
学

(予
備
科
六
級
、
阿
川
弘
之

『志
賀
直
哉
』
)。
直
方

も
東
京
府

丁
付

属
小
学
校

か

志
賀
直
哉
年
譜
考

(二
)

一
二
九



志
賀
直
哉
年
譜
考

(二
)

=

二
〇

ら
転
校

(予
備
科
三
級
、
阿
川
弘
之

『
志
賀
直
哉
』)
。
(『
暗
夜
行
路
』
草
稿
1
)

学
習
院
は
、
工
部
大
学

の
あ
と

の
煉
瓦
造
り

の
立
派
な
建
物
だ

っ
た
。
前

に
金
刀
比
羅
神
社

が
あ
り
、
毎
月
十

日

の
縁
日

に
は
、
色
々
な

見
世
物
が
教
場

の
窓
か
ら
覗
け
た
。
(『
稲
村
雑
談
』)

学
習
院

は
、
宮
内
省
所
轄

の
官
立
学
校

で
、
華
族

の
子
弟
を
教
育
す
る
た
め

の
学
校
だ

っ
た
が
、
士
民

の
入
学
も
認
め
た
。
華
族
は
授
業

料
納
入

の
必
要
は
な
か

っ
た
が
、
士
民
か
ら
は
徴
収
し
た
。

(『学
習
院
百
年
史
』
第

一
編
)

華
族

の
子
弟

は
何
度
落
第
し

て
も

い
い
が
、

士
民
は
同
じ
級

で
二
度
落
第
す
る
と
退
学
と
な

っ
た
。

(里
見
弾

『
私
の
一
日
』
所
収

「園
池
公

致
の
こ
と
」
)

明
治

二
十

一
年
十

一
月
か
ら

二
十
五
年
三
月
ま

で
学
習
院
院
長

は
三
浦
梧
楼
。

(『学
習
院
史
』
)

9

・
28

勘
解
由
小
路

(志
賀
)
康
子
が
生
ま
れ

る
。

(新

『志
賀
直
哉
全
集
』
⑯
日
記
人
名
注
)

秋

志
賀
直
温

は
金
沢
か
ら
戻

り
東
京
帝
国
大
学
会
計
課

に
勤
務
。

(阿
川
弘
之

『志
賀
直
哉
』)

明
治

二
十

二
年
十

一
月

よ
り
、

『改
正
官
員
録

甲
』

に
文
部
省
会
計
局
出
納
課
六
等
と
し

て
志
賀
直
温

の
名
あ
り
。

11
?

直
哉

は
、
入
学
後

二
月

ほ
ど
し
て
腸

チ

フ
ス
に
か
か
り
、
専

ら
祖
母

の
看
護
を
受
け

る
。
直
哉

は
、
自
分

の

一
切

の
世
話
を
、
祖
母
以
外

の
人

に
は
、

た
と
え
母

で
あ

っ
て
も

さ
せ
な
か

っ
た
。

二
、

三
ケ
月
学
校
を
休

む
。

(『暗
夜
行
路
』
草
稿
-
)
(『大
津
順
吉
』
第

一
⊥

ハ
)

こ

の
年

山
崎

五
夫

・
は
ま
夫
妻

の
次
女

・
た
け
が
生

ま
れ
る
。
妊
娠
中

に
五
夫

が
死
去

し
た
為
、

は
ま
は
娘

の
す
ず

と
た
け
を

つ
れ
て
佐
本
家

に

戻

っ
た
。
(川
村
渡

『伊
勢
亀
山

・
志
賀
直
哉
の
文
学
』)

こ
の
頃
か
?

(幼
稚
園
の
頃
か
、
初
等
科
の
初
め
の
頃
)

直
哉
は
、
柳
下
亭

種
員

の
草
双
紙

『
妙
々
車
』

な
ど

の
絵
を
見

て
楽

し
む
。
(『幼
い
頃
』
)
↓

『
濁

つ
た
頭
』

(六
)
の

モ
デ

ル

こ
の
年

(七
つ
位
の
時
か
ら
)

直
哉
は
、
百
人

一
首
を
取
り
始
め
る
。
(『幼
い
頃
』)



こ
の
年
か
?
/
前
年
か
?

佐
本
家
は
、
御
行

の
松

の
先

の
細

い
道
を
入

っ
た
露
地

の
奥

の
家

に
引

っ
越

す
。
(桜
井
勝
美

『志
賀
直
哉
の
原
像
』)

明
治
二
十
三
年

(
一
八
九
〇
)

(数
え
八
歳

・
満
六
～
七
歳
)

2

学
習
院

予
備
科
六
級
生

の
直
哉

の
席

順
は
、
十

九
名
中
十
七
番
。
試
験

を
全
欠
席

し
た
為
。

(阿
川
弘
之

『志
賀
直
哉
』)

3

・
5

志
賀
直

温
、
文
部
省

を
非
職

(休
職
)
。

(阿
川
弘
之

『志
賀
直
哉
』
)

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

…

芝

公

園

時

代

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

…

4

・
15

志
賀
直
道

が
家
令
を
辞

し
、
相
馬
家
家
政
顧
問

と
な
る
。

(志
賀
家
系
図
)

一
家

は
芝
公
園
地
第
十
七
号

三
番

の
元
増
上
寺
学
寮

の
家

(芝
公
園
の
丸
山
の
五
重
塔
の
下
、
『稲
村
雑
談
』
)
に
移

る
。

(新

『志
賀
直
哉
全
集
』

年
譜
)
昔

の
役
僧

の
住

ま
い
か

と
思

わ
れ
る
よ
う

な
古
風
な
家
だ

っ
た
。

(有
島
生
馬

『
思
い
出
の
我
』
S
40

・
7
～
41

・
3

「中
央
公
論
」
)

直
道

は
志
賀
直
温

に
家
督
を
譲

る
。

(新

『
志
賀
直
哉
全
集
』
年
譜
)

こ
の
頃

志
賀
家

の
財
産

は
五
、
六
万
円
。

(M
45

・
4

・
7
日
記
)

志
賀
直

温
は
、

こ
の
時
渡

さ
れ
た
財
産

を
後
生
大
事

に
殖

や
し
、
個
人
的

な

こ
と

に
は
使
わ

な
か

っ
た
。
(座
談
会

『
志
賀
直
哉
日
記
を
め

ぐ

っ
て
』)

こ
の
頃

志
賀
直
温

は
脳
が
悪
く
役
所
を
よ
し

て
無
為

の
生
活
を
送

る
。
内
幸
町

の
旧
藩
邸

に
行
く
途
中
、
電
信
柱

の
側

で
休
む
父

の
姿
が
、
父

に

つ
い
て
の
直
哉

の
最
初

の
記
憶
。
父
が

よ
く
行

っ
て
い
た
碁
会
所
ま

で
走

っ
て
迎

え
に
行

っ
た
。

(『暗
夜
行
路
』
草
稿
27

一
)
(
「
ノ
…
ト
ー0
」

補
⑥

P
膨
)

7

・
11

直
哉
は
、
学
習
院
予
備
科
第
六
級
を
卒
業
。
(『
新
潮
日
本
文
学
ア
ル
バ
ム

志
賀
直
哉
』
掲
載

・
卒
業
証
書
)

9

直

哉

は

、

初

等

学

科

二

年

に

進

級

。

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

…

志
賀
直
哉
年
譜
考

(二
)

一
=
二



志
賀
直
哉
年
譜
考

(二
)

=
二
二

*
こ
の
時

よ
り
、

予
備
科

は
初
等
学
科

と
改

め
ら
れ
る
。

(『学
習
院
百
年
史
』
第

一
編
)

9

・
3

学

習
院

は
四
谷
尾
張
町

に
移
転

。
(『学
習
院
史
』
)

11

・
13

木
村
重
堅

・
秀
夫
妻

の
長
女

・
峯
が
生
ま
れ
る
。
(新

『志
賀
直
哉
全
集
』
⑯
日
記
人
名
注
)

こ
の
年

佐
本
鎰
蔵

・
せ
ん
夫
妻

の
息
子

・
経
二
が
生
ま
れ
る
。

せ
ん
は
若
死

し
、

経
二
は
実
母

の
実
家

で
育

つ
。

(川
村
渡

『伊
勢
亀
山

.
志
賀
直
哉

の
文
学
』)

こ
の
年
か
?

直
哉

は
、
内
幸
町

の
旧
藩
邸
内

の
報
徳
会

の
二
宮
尊
親

の
許

へ
芝
か
ら
遊
び

に
行
く
。

(『祖
父
』
七
)

こ
の
年
か
?

(七

つ
か
八
つ
の
頃
)

直
哉

は
、
議
事
堂
近
く

の
榎
本
武
揚

の
官
邸

に
遊
び

に
行
き
、
榎
本
尚
方
と
質
素
な
食
事
を
す

る
。

(『祖
父
』
十
八
)

こ
の
年
か
?

学
習
院

で
、

直
哉

は
上
級
生

に

つ
む
じ
を
調

べ
ら
れ
、

「
生
ま
れ
変
わ

り
だ
」

と
言

わ
れ

る
。

(『暗
夜
行
路
』
草
稿
-
)
(「
ノ
ー
ト
ー0
」
補
⑥

P
脳
)

明
治

二
十

四
年

(
一
八
九

一
)

(数
え
九
歳

・
満
七
～
八
歳
)

1

・
23

志
賀

正
斉

が
死
去
。

(志
賀
家
系
図
)
七
十
七
歳
だ

っ
た
。

隣
室

に
寝

て
い
た
直
哉
が
突
然
烈
し

い
泣
き
声
を
あ
げ
、

ま
も
な
く
臨
終
だ

っ

た
。
志
賀
直
温

の
膝

に
抱
か
れ
た
ま
ま
死
去

し
た
。

メ
ー
テ
ル
リ

ン
ク

の

『
闖
入
者
』

を
後

年
読
み
、
似
た
経
験
だ
と
思
う
。
正
斉
は
江

戸
末
期

の
匂

い
を
身
辺

に
漂
わ
せ

て
い
る
よ
う
な
人
物
だ

っ
た
。
(『
祖
父
』
十
四
)

1

・
27

錦
織
剛
清
、
東
京
地
方
裁
判
所

に
相
馬
誠
胤

の
総
理
代
人
と
し

て

「
全
癒
届
調
印
請
求

の
訴
状
」
を
提
出
。
そ

の
後
、
錦
織
剛
清
側
と
相

馬
家
側

は
、
訴
訟
合
戦
を
繰
り
広
げ

る
。

(矢
田
挿
雲

『相
馬
事
件
の
真
相
』
)

9

直

哉

は

、

初

等

学

科

三

年

に

進

級

。

…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

11

・
13

錦
織
剛
清
、
相
馬
家

の
財
産
差
押
及
び
精
算
請
求
を
訴

え
る
。
翌

日
、
相
馬
家

の
書
類
と
財
産
が
差
し
押
さ

え
ら
れ

る
。
相
馬
家
側
か
ら



の
異
議
申
し
立

て
等
、
応
酬
が
引
き
続
く
。

(矢
田
挿
雲

『相
馬
事
件
の
真
相
』
)

ー

凵】

(数
え
十
歳
・満
八
～
九
歳
)

1

・
12

錦
織
剛
清
、
明
治

二
十
年

二
月

三
日
付

の
錦
織
剛
清

を
相
馬
誠
胤

の
総

理
代
人
と
す

る
私
書
偽
造

の
容
疑

で
拘
引

さ
れ
る
。
(矢
田
挿
雲

『相
馬
事
件
の
真
相
』
)
(
M
25

・
-

・
13

「東
京
日
日
新
聞
」
)
*
錦
織
剛
清

『
闇

の
世

の
中
』

は
、
十

三
日

の
こ
と
と
す
る
。

二
十
九

日
、
錦
織
剛

清

は
、
委
任

状

は
本

物

で
あ
る
と

し

て
免
訴

と

な
る
。

こ

の
時

の
予
審
判

事

は
山

口
淳
。

(錦
織
剛
清

『
闇
の
世

の

中
』)
(矢
田
挿
雲

『
相
馬
事
件
の
真
相
』)
(M
25

・
2

・
5

「
日
本
新
聞
」)

2

・
20

相
馬
誠
胤
に
三
月
三
日

の
東

京
控
訴
院

の
公
判

に
出

廷
す
る
よ
う
呼
出
状
が
発
せ
ら
れ
る
。
(矢
田
挿
雲

『相
馬
事
件
の
真
相
』
)

2

・
22

相
馬
誠
胤
が
死
去

。
(『
平
成
新
修
旧
華
族
家
系
大
成
』
)
(錦
織
剛
清

『
闇
の
世
の
中
』)
(矢
田
挿
雲

『
相
馬
事
件
の
真
相
』
)

翌
日
、
相

馬
順
胤
は
東

京
地

方
裁

判
所
に
相
馬
誠
胤

の
屍
体
臨
検

願
を
出
す
が
、

必
要

な
し
と
し

て
却
下

さ
れ
、
警
察

署

に
出
願

し

て
臨

検
を
受

け
る
。

二
十
七

日
、

錦
織

剛
清

は
二
十

九
日
に
予
定

さ
れ

て
い
る
相
馬
誠

胤

の
葬

儀
執

行
中
止

の
訴

え
を
な
し
、
相

馬
誠
胤
死
体

解
剖

願
を
提
出
。

(矢
田
挿
雲

『相
馬
事
件
の
真
相
』
)

3

・
2

相
馬
誠
胤

の
葬
儀

が
青

山
梅
窓
院

に

て
執

行
さ
れ
る
。
墓
地

は
青
山
墓
地
。

(矢
田
挿
雲

『相
馬
事
件
の
真
相
』)

3

明
治

二
十

五
年

三
月
か
ら
十

月
ま

で
学

習
院
院

長
は
岩
倉

具
定
。

(『学
習
院
史
』
)

5

・
6

志
賀
直
道

が
従
六
位

と
な
る
。

(志
賀
家
系
図
)
*
相
馬
事
件
後

に
、

品
川
弥

二
郎

の
好
意

で
貰

っ
た
と
い
う

『
稲
村
雑
談
』

や

『祖

父
』

(十
八
)
の
記
述
は
誤

り
。

7
?

三
年

の
時

の
直
哉

の
席
次

は
三
十

一
名
中

五
番

だ

っ
た
。

(阿
川
弘
之

『
志
賀
直
哉
』)

9

直

哉

は

、

初

等

学

科

四

年

に

進

級

。

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

…

10

明
治

二
十

五
年
十

月
か
ら
二
十

八
年

三
月

ま

で
学
習
院
院
長

は
田
中
光

顕
。

(『学
習
院
史
』
)

志
賀
直
哉
年
譜
考

(
二
)

=
一一一二



志
賀
直
哉
年
譜
考

(二
)

=
二
四

10

・
7

錦
織

剛
清

『闇

の
世

の
中
』
初
版

刊
行
。
志
賀
直
道

と
相
馬
充

胤
の
側
室

・
西
山

り
う
が
不
義

の
関
係

に
あ
り
、
相
馬
誠
胤

を
亡

き
者

と

し

て
相
馬

家
乗

っ
取
り
を
謀

っ
た
と
仄

め
か
さ
れ
る
。
(錦
織
剛
清

『闇
の
世
の
中
』
)

こ
の
頃
か
?

(初
等
科
の
四
五
年
頃
)

直
哉
は
、
博
文
館

の

「
少
年
文
学
」

の
お
伽
噺

・
巌
谷
小
波

の

,『
こ
が
ね
丸
』

や
尾
崎
紅
葉
翻
案

の

『
二
人
む
く
助
』
を
愛
読
。

『
こ
が

ね
丸
』
が
単
行
本

で
読
ん
だ
最
初

の
本
。
「
少
年
文
学
」

に
は
他

に
歴
史
物

の

『
新
太
郎
少
将
』
『
近
江
聖
人
』
『
上
杉
鷹
山
公
』
『
二
宮

尊

徳
翁
』
な
ど
が
あ

っ
た
が
、

こ
ち
ら
は
大
し

て
お
も
し
ろ
く
な
か

っ
た
。
(座
談
会

『回
顧
』
)
(『
S
君
と
の
雑
談
』)
(『幼
い
頃
』
)

明
治

二
十
六
年

(
一
八
九
三
)

(数
え
十

一
歳

・
満
九
～
十
歳
)

こ
の
年

志
賀
直
温
は
文
部
省
非
職
満
期
。

(阿
川
弘
之

『志
賀
直
哉
』
)

2

・
1

志
賀
直
温
が
総
武
鉄
道
会
社

に
入
社
、
会
計
課
員
と
な

る
。

(志
賀
家
系
図
)

直
温

は
、
旧
相
馬
藩
士

・
青
田
綱
三
と
共

に
、
総
武
鉄
道
会
社
創
立

に
参
画
し

た
。

(阿
川
弘
之

『志
賀
直
哉
』
)

7

・
17

錦
織
剛
清
が
、
岡
野
寛
弁
護
士
を
代
理
人
と
し
、
東
京
地
方
裁
判
所

に
、
相
馬
誠
胤
毒
殺

の
犯
人
と
し

て
、
相
馬
順
胤
、
順
胤
実
母

.
西

山

り
う
、
家
令

・
泉

田
胤
正
、
家
扶

・
青

田
綱

三
、
家
従

・
石
川
栄
昌
、
家
従

・
遠
藤
吉
方
、
前
家
令

・
志
賀
直
道
、
医
師

・
中
井
常
次

郎
を
告
発
し

た
。

(M
26

・
7

・
18

「
万
朝
報
」)
(M
26

・
7

・
18

「
東
京
日
日
新
聞
」)
(矢
田
挿
雲

『
相
馬
事
件
の
真
相
』)

7

・
27

相
馬
順
胤
、
西
山

り
う
、
泉

田
胤
正
、
青

田
綱

三
、
石
川
栄
昌
、
遠
藤
吉
方
、
志
賀
直
道
、
中
井
常
次
郎
が
、
錦
織
剛
清
を
誣
告
罪

で
告

訴

し
た
。

(M
26

・
7

・
28

「万
朝
報
」)

8

・
9

東
京

地
方
裁
判
所

予
審

判
事

・
岡

田
晴

橋
が
、
相
馬
家

を
深
夜
ま

で
家
宅
捜
索

し
、
十

日
に
至

り
、
青

田
綱
三

・
石

川
栄

昌

.
遠
藤
吉

方

・
西
山

り
う
を
拘
引
。

(M
26
・
8

・
U

「
郵
便
報
知
新
聞
」)
(M
26

・
8

・
10
、
U

「
万
朝
報
」)
(矢
田
挿
雲

『
相
馬
事
件
の
真
相
』)

東
京
地
方
裁
判
所
予
審
判
事

・
名
越
勝
治

が
、

志
賀

家
を
家
宅
捜
索

。

佐
野
刑
事
巡
査
が
、

志
賀
直
道
を
拘
引
。

(M
26

.
8

.
10

「万
朝



報
」
)
八
月
十

一
日
の

「
万
朝
報
」

に
よ
れ
ば
、

《
一
昨
日
名
越

予
審
判
事
が
芝
公
園
地

の
志
賀
直
道

(旧
相
馬
家
々
令
)
の
家
宅
捜
索
を

な

し

た
る
節

は
同
人
相
馬
家

に
来
合

せ
居

り
不
在

に
付
子
息

の
直
温
が
立
会

ひ
捜
索
を
了

へ
午
後

四
時
過
ぎ
同
邸
を
引
取

り
相
馬
家

に
到

り

同
人
を
麹
町
警
察
署

へ
拘
引

せ
し
が
同
人

は
嘗

て
権
大
参
事

の
職
を
奉
じ
正
八
位

の
位
記
を
有
し
居

る
事
知
れ

た
れ
ば
同
夜

一
旦
放
還
を

な
し
更

に
昨

日
午
前
宮
内
省

に
届
出

で
更

に
拘
留

の
手
続
を

な
し
た

り
》
と

い
う
。

高
橋
予
審
判
事
が
、
中
井
家
を
家
宅
捜
索
し
、
石
黒
巡
査
が
中
井
常
次
郎
を
拘
引
。

(M
26

・
8

・
10

「
万
朝
報
」
)

8

・
13

従
六
位

の
位
記
が
あ

っ
た
為
、
宮
内
省

の
手
続
き
を
終

る
ま

で
放
還

さ
れ

て
い
た
志
賀
直
道
が
、
再
び
拘
引

さ
れ
、
鍛
冶
橋
監
獄
所

に
拘

留

さ
れ
た
。
朝
六
時
、
山

口
予
審
判
事

の
令
状
を
携
え

た
刑
事
巡
査
が
志
賀
家
を
訪
れ
た
が
、
直
道

は
相
馬
家

に
赴

い
て
不
在
だ

っ
た
た

め
、
相
馬
家

で
拘
引

さ
れ
た
。

(M
26

・
8

・
15

「
万
朝
報
」
)

明
治

二
十
七
年

一
月

一
日
の

「
万
朝
報
」

に
掲
載

さ
れ

た
錦
織
事
件

「
予
審
終
結
決
定
書
」

に
よ
れ
ば
、
山

口
淳

は
八
月

《
十

四
日
に
至

り
予
審
判
事
岡
田
晴
橋
が
被
告
人
志
賀
直
道

に
対
し
拘
引
状
を
発
し
た

る
を
見

て

一
時
之
を
晴
橋

よ
り
預
り
置
き
即
夜
之
を
懐
中
し

て
芝

区
烏
森
町
湖
月
楼

に
至
り
急
使
を
発
し

て
相
馬
家

々
扶
心
得
西
内
善
右
衛
門
を
呼
寄
せ
拘
引
状
を
示
し

て
明
朝
志
賀
直
道
を
拘
引
す

べ
き

旨
を
告
げ
た

る
に
善
右
衛
門

は

一
応
志
賀
方
迄
同
行
し
呉
れ
可
き
旨
を
懇
請
し
た
る
よ
り
被
告
淳

は
善
右
衛
門
と
土
ハ
に
芝
公
園
地
な

る
志

賀
直
道
方

に
至
り
直
道
及
び
其
子
直
温

に
面
会
し
直
道

に
向

ひ
明
朝
拘
引
さ
る

べ
き
旨
を
告
げ
尚

ほ
入
獄
後

の
心
得
等
を
注
意
し
其
際
青

田
綱
三

よ
り
の
依
頼

な
り
と
称
し

て
善
右
衛
門

よ
り
金
三
百
円
を
差
出
し

た
る
に
被
告
淳

は
直

に
之
を
収
受
し

た
り
》

《被
告
淳

は
其

後

志
賀
直
温
と
処

々
に
密
会
し
或

は
書
面
を
以

て
往
復
し
居
り
》
云

々
と
あ

る
。

「
万
朝
報
」

に

「
相
馬
事
件
先
代
萩
俳
優
見
立
」
が
載
り
、
青
田
綱
三
が
仁
木
弾
正
、
志
賀
直
道
は
鬼
貫
な
ど
と
さ
れ
る
。

こ
の
頃

直
哉
は
志
賀
直
道
と
志
賀
留
女

の
問

に
寝

て
い
た
。
寒

い
晩
な
ど
、
大
き

い
祖
父

に
抱
か
れ

て
寝
る

の
が
好
き
だ

っ
た
。
直
道
が
連
れ

て

行
か
れ
た

の
は
、
生
涯
最
初

の
悲
し

い
出
来
事
。
毎

日
未
明

に
誰
か
差
し
入
れ
を
持

っ
て
直
道

に
面
会

に
行
く
が
、
直
哉
は
毎

日
夜
中

に

目
を
覚
ま
し
、
誰
が
何
を
持

っ
て
行
く

の
か
を
留
女

に
聞

い
た
。
(『
憶
ひ
出
し
た
事
』)
(『祖
父
』
十
八
)

志
賀
直
哉
年
譜
考

(二
)

一
三
五



志
賀
直
哉
年
譜
考

(二
)

一
一二
六

8

・
20

「
万
朝
報
」

に

《
浅
草
公
園

の
常
盤

座
は
今

度
相

馬
騒
動

を
仙
石
騒
動

に
書
替

へ
来

る
廿
三
四
日
頃
よ
り
興
行

す
る
由
》

と

の
記
事
が
出

る
。

8

・
22

「
万
朝
報
」

に

《
錦
織
氏

の
写
真
を
求
む
る
も

の
多
し
》
と

の
記
事
が
出

る
。

8

・
28

志
賀
直
温
が
証
人
と
し

て
東
京
地
方
裁
判
所

で
岡
田
判
事

の
取
り
調

べ
を
受
け

る
。

(M
26

・
8

・
29

「万
朝
報
」
)

こ
の
頃

半
杭
直
人
が
、
ゆ
す
り

に
来

る
者
を

や
り

こ
め

る
。
志
賀
直
道

の
妹

・
お
う

の
叔
母
は
、

メ
ソ
メ
ソ
し
、
毎

日
占

い
を
見

て
貰

い
に
出
か

け

る
。
志
賀
留
女

は
錦
織

の
写
真

に
釘

で
穴
を
あ
け
、
縁
側

の
裏
側

に
打
ち
付
け
る
。
(
『憶
ひ
出
し
た
事
』)

9

直

哉

は

、

初

等

学

科

五

年

に

進

級

。

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

…

9

・
1

「
万
朝
報
」

に
、
嘗

て
哲
女
館
と

い
う
女
学
校

に
通

っ
て
い
た
志
賀
直
道

の
娘
が
贅
沢
三
昧

の
生
活
を
し

て
い
た
と

の
記
事
が
出

る
。

こ
の
頃

直
哉
は
学
校

に
行
く

の
が
嫌
だ

っ
た
が
、

未
決

に
入

れ
ら
れ
て
い
る
青

田
綱

三
の
長
男

・
幸
吾

(学
習
院
出
身
の
砲
兵
少
尉
)

に
誰
か
が
相

談

に
行
き
、
平
気

で
行
く
よ
う
言
わ
れ
る
。
同
級

で

一
番
腕
力

の
強

い
榎
本
尚
方
が
、
柔
道
場

の
側

の
ト
ラ

ッ
ペ
ス
の
砂

の
上

に
、
直
哉

を
連

れ

て
行

っ
て
、

《
君

の
お

ち

い
さ

ん

の
無
実

で
あ

る
事

は
僕

は
ち

や
ん

と
知

つ
て
ゐ
る
》

と
言

っ
て
励
ま
す
。

(『憶
ひ
出
し
た
事
』
)

(『
祖
父
』
十
八
)

9

・
8

相
馬
誠
胤

の
墓
発
掘
及
び
死
体
解
剖
。

(M
26

・
9

・
14

「郵
便
報
知
新
聞
」
)
(矢
田
挿
雲

『相
馬
事
件
の
真
相
』
)

9

・
10
頃

山

口
淳

は
日
本
橋
区
茅
場
町
香
川
亭

に
於

い
て
、

志
賀

直
温
か
ら
賄
賂
と
し

て
二
百
円
を
受
け
取
る
。

(M
27

・
-

・
-

「万
朝
報
」
掲
載
の

錦
織
事
件

「予
審
終
結
決
定
書
」)
(矢
田
挿
雲

『相
馬
事
件
の
真
相
』)

後
年
、

直
哉
は
、
直
温

が
便
宜
を
計

っ
て
貰

う
為
、

予
審
判
事

・
山

口
淳

に
秘
密

に
会

い
に
行

っ
た
事
を
知
り
、

不
快

に
思
う
。

(『暗
夜

行
路
』
草
稿
27

一
)
(『祖
父
』
十
八
)

10

・
12

志
賀
留
女
が
証
人
と
し

て
岡
田
判
事

の
取
り
調

べ
を
受
け

る
。

(M
26

・
10

・
14

「
万
朝
報
」
)

10

・
24

毒
殺
事
件

の
被
告
が
全
員
免
訴
と
な
り
、
志
賀
直
道
ら

は
放
免
さ
れ

る
。

(M
26

・
10

・
25

「
万
朝
報
」
)
(矢
田
挿
雲

『相
馬
事
件
の
真
相
』)



直
道

の
帰
宅

に
胸
が

つ
ま

っ
て
隅

に
か
く
れ

て
い
た
直
哉

は
、
直

道

の
前

に
引
出

さ
れ

て
泣
き
出

す
。
(『憶

ひ
出
し
た
事
』)
(『祖
父
』
十

八
)

錦
織
剛
清

・
岡
野
寛

ら
が
誣
告
罪

で
拘
引

さ
れ
る
。

(M
26

・
10

・
25

「
東
京
日
日
新
聞
」)

10

・
25

予
審
判
事

・
岡
田
晴
橋

が
錦
織
剛
清

と
密
会

し
て
い
た
と
新
聞
記
事

に
出

る
。

(M
26

・
10

・
25

「
朝
野
新
聞
」)

予
審
判
事

・
山

口
淳

が
錦
織
剛
清
と
密
会

し
て
い
た
と
新
聞
記
事

に
出

る
。

(M
26

・
10

・
25

「
東
京
日
日
新
聞
」)

山

口
淳

が
拘
引

さ
れ
る
。

(M
26

・
10

・
26

「
万
朝
報
」)

10

・
27

相
馬

順
胤
を
初

め
と
す
る
相
馬
事

件

の
被
告

が
免

訴
と
な

り
、
「
晴
天
白

日
」

の
身
と

な

っ
た
と

い
う
相
馬

家

の
広
告

が
新
聞

に
出

る
。

(M
26

・
10

・
27

「
東
京
日
日
新
聞
」)

11

・
16

内
務
省
衛
生
局
長

・
後
藤
新
平

が
、

錦
織
剛
清
誣
告
事
件

の
教
唆
者
と
し

て
拘
引
さ
れ

る
。

(M
26

・
11

・
17

「万
朝
報
」)

(M
26

・
11

.
17

「
東
京
日
日
新
聞
」)

こ
の
年

か
?

直
哉

は
、

志
賀

直
温
と
相
撲
を
と

っ
て
後
手

に
縛
ら
れ
、

腹
か
ら
父
を
憎

い
と
思
う
。

(『暗
夜
行
路
』
草
稿
27
二
)
↓

『
暗
夜

行
路
』

(序

詞
)
の
モ
デ
ル

志
賀
直
哉
年
譜
考

(二
)

=
二
七


